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 【開会=午後１時３２分】 

 

 ただいまから議会運営委員会を開会したいと思います。

川柳委員からは欠席の連絡を受けております。 

本日の審議事項はタブレット端末の議会運営委員会フォ

ルダに格納したとおりであります。まずは一般質問に関す

る申し入れについてであります。関連する資料につきまし

ては、あらかじめ委員の皆さんにお配りし、お目通しいた

だいているかと思います。早速協議に入りたいと思います。 

議長から依頼がありましたのは、１２月８日、粟津議員

の一般質問での発言根拠の確認、検証についてであります。

まずは１２月８日の粟津議員の一般質問での発言根拠の確

認、検証について協議したいと思いますので、皆さんのご

意見を順にお聞きしたいと思います。 

資料１ 粟津議員の一般質問における内容について、資料

２では令和２年４月２３日に開催された岐阜県新型コロナ

ウイルス感染症本部本部員会議の会議次第、録音データ及

び会議録の抜粋、資料３は令和５年１２月定例会粟津議員

の発言に対する事実との相違点につきまして、双方確認の

上、対応を検討したく存じますので、指摘事項に関して書

面での回答を賜りますようお願いしますと市長からの申し

入れがあります。 

 

録音も聞きましたけど、粟津議員が一般質問で使ってい

た資料というのは何ですか。市長のほうは録音データがあ

って、録音データを聞かさせていただきましたけど、ちゃ

んと話されているじゃないですか。宿泊療養施設の出入り

に関してはちゃんと録音には残っているのに。疑問点なん

ですけど、粟津議員が一般質問で使われていた資料という

のは何ですか。齟齬があるわけでしょ、どういう資料なの。 

 

発言の中で、情報公開で手に入れたというような発言が

あったかと思われますが。 

 

情報公開の資料を基に粟津議員は、質問されたという、

それが事実だということで、市は違うよと言ってますよね。

情報公開がどういう資料なのかもちょっとわからないです

けど、行政側が言ってることは間違いないので、だって録

音でしゃべってますからね。粟津議員の資料がわからない

ので何とも言えない。情報公開のやつに全部載ってないの。 
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おそらくポイント１としては、県は４人の出席を求めた

のに市は２人しか出してないじゃないかという部分から、

県と市はうまくいってないんじゃないかというようなニュ

アンスだったような気がします。 

 

一般質問のときに、市長が唐突に謝罪をされたというよ

うなことを粟津議員は言われたんですが、テレビ会議の冒

頭に県の職員からこういうことがあったっていうことに対

して市長は謝罪をしていますので、粟津議員の言われた、

唐突にそんなことを言い出したと言われたんですけど、そ

れはやはり虚偽であったと思います。 

 

市長申し入れ文書の一番最後のほうに、粟津議員の質問

に対しての回答、この辺が違ってますよという表がありま

すが、その中で、上からいきますと、先ほど言いましたよ

うに、最初４人の出席者を要請しておりましたが、最終的

には部長、課長の２人しか当日は出席されなかったという

発言に対して、市は、当市へ職員の出席要請はあったが４

人の出席要請は受けていないという回答でありました。 

それから、次の段にいきますと、「県と市の、４名はっき

りと書いてありますよ。初めは、羽島市から２名に変更し

てくださいということになっておるんですよと。これは県

から得られた資料なんですよ。」と言われておりますが、県

からいただいた資料が何なのかちょっとよくわからないん

ですが、県との調整の結果、市職員の出席が２人となった

ものである。市が４人の出席を２人に断ったという事実は

ないという市からの回答が出ております。 

次に、市からは、「明らかに執行部は県に非協力的であっ

た。」という発言が粟津議員からあったんですが、県、市と

も慎重な行動をとっていたものであるということで、市は

施設開設に向けて県と地元との仲介役として協力をしてい

ますということで、非協力的ではないという回答でありま

す。 

それから３点目、「本日オブザーバーで出席している。」

という発言がありましたが、そういった発言はしていない、

説明会のときの発言はしていないということは市から回答

がありました。 

次は、「市長は知事から厳しい指摘があり、冒頭で陳謝し

た。」という発言でありましたが、市長は知事から厳しい指

摘があった旨の発言はしていない、知事から市長に対して

厳しい指摘はなかったということで、全体の全体の流れか
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らすると、松井市長がしゃべったのは、先ほど３７分ぐら

いで聞いていただいた部分であると思います。そこで資料

はないけど、健康福祉部からのそういった報告があって、

それを受けて、市長がこういった事態に対しての説明と議

会に対して全員協議会で申し入れていくというような内容

だったと思うので、ということは冒頭でいきなり陳謝とい

うことは考えにくいと思いますが、ないですね。 

 

（「県の健康福祉部長から宿泊療養施設に立ち入ったとい

う報告があって、そのあとに市長が発言を許された上で話

しているということは、冒頭で陳謝してないよね」と呼ぶ

ものあり） 

 

してないです。とりあえず確認はできないですね。 

 

（「なかったということは確認できます、冒頭で陳謝したと

いう事実はなかったという確認はできます」と呼ぶものあ

り） 

  

次は「これは報道陣用に発表された資料なんですよ、本

部員の市長にはこの資料は渡っていないと聞いておりま

す。報道陣に渡った資料が市長の手元にあったこと自体が

ちょっと疑問を感じておる。」という発言ですけど、これは

市からの回答は、岐阜県の健康福祉部が発表した発言を羽

島市が録音し、文字を起こした資料であるということで、

これは報道陣用に発表された資料じゃないということであ

りますので、そのへんは間違った認識だと私は思っていま

す。 

次のところ、「知事からの挨拶は初めにありません。」と

いうところと「県のこの議事録によりますと、この発表も

ありません。いきなり質疑に入って・・・」これは何が言

いたかったのかな。ずっと読んでいきますと、パチンコ屋

のことも書いてありますし、平木副知事うんぬん、パチン

コ屋、ゴールデンウィーク対応ということで、その後コー

ヨーに入ったことは一言もやってませんよ、この会議は。

その次にいきなり羽島市長が手を挙げて羽島市議会議員８

人の報道についてはうんぬんという。市側に相談もなく、

さっき局長が発表されました。このような事態を引き起こ

しまして、地元市長として深くお詫び申し上げますといき

なり市長が手を挙げて発言したわけではないということ

は、先ほどの録音で十分わかったと思います。 



4 

 

野口委員 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部長が宿泊療養施設に市議会議員８人が入った

という報告をしてから、松井市長がご発言をされているの

で、いきなりじゃないですよね。２つ目も、会議が始まっ

て会議の途中まるっきり関係ない途中で、なんで手を挙げ

たんですかというのも違うよね。 

 

おそらく、次のページの「情報公開で正式にのっとった

書類ですよと。」いう粟津議員の発言の中で、「その書類が

先ほども申しましたとおり、健康福祉部長が最初に説明を

されたと、それはそれでいいですよ、ここに載っていない

からね。じゃ、その後に、すぐ市長が手を挙げて謝らない

かんですよ。何でこんな質疑が始まって、途中でやらなき

ゃいけないんですか、これは事実ですよ。正式な情報公開

の書類があるんですよ、議事録の。いいですか。これは全

然途中にその立ち入ったことが議題にのっていったらいい

ですよ。全然のっていないんですよ。だから、ほかの市長

にも私も確認しました、当時。今で言いますけれども。な

にを市長が言い出したか分かりませんでしたと。急におか

しなこと・・・。」うんぬんということがあるんですけど。

議事録を取り寄せてないのでちょっとよくわからない、見

てないのでよくわからないんですが、議事録にはそういっ

た議題に関係ないことをすっ飛ばしている可能性があるか

もしれませんけど、基本的には先ほどの録音、羽島市が文

字起こしした録音データがその会議の全容だと思いますの

で、それに基づいて判断していただければいいと思います。 

 

このあたりのところは、全部県の健康福祉部長が先にお

話をされて、その後で松井市長が説明をしているので、別

にいきなり松井市長が発言をしたという感じではないと思

いますし、粟津議員が一般質問でもお話をされました、こ

こにも載ってますけど、「他の首長さんに私も確認しまし

た。その当時ですね、今で言いますけれども、何を市長は

言い出したかわかりませんでしたと、急におかしなことに、

何のことか全然わからなんだ。」と言ってるんですけど、録

音を聞く限り、私は理解できます。だからこの発言はおか

しいと思います。多分、粟津議員は県から情報公開で出て

きた資料が議事録だと思ってるんじゃないか、だから違う。

議事録じゃない、当日発言したことをまとめた、そういう

ような資料じゃないかと思います。それに基づいて質問さ

れたんでしょうけど、事実とは違いますから、明らかに。
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ちょっとプロセスがわかりませんので何とも言えないんで

すけど、でもだめですよね、市長から第１０回岐阜県新型

コロナウイルス感染症対策本部本部員会議の録音、１時間

１２分４９秒全部載ってて、これが全てだと思うので、多

分だから議事録を請求されたわけじゃないんじゃないかな

という思いはあります。要旨だと思う。 

 

可能性はある、一言一句載せた議事録ではない可能性は

ありますね。 

 

次の「議員にですね、実情はどうやったかとか、普通市

長が聞くのが当たり前ですよ。」というのもよくわからない

んですよ。粟津議員が言いたいのは、立ち入った人たちに

実情を市長が聞けということを指摘しているんですよね。 

 

多分、事前聴取をしてから謝れよということじゃないで

しょうか。 

 

そもそも論ですけど、ＳＮＳで全世界に発信しているわ

けですよね、８人全員とは言いませんけど、それはちょっ

と違うんじゃないかな。 

 

今回のお話に関しては、粟津議員が使用した根拠の文書

が正しいものなのか正式なものなのかがはっきりしないの

で、大変答えにくい話にはなっていますけれども、例えば

４人が２人だったという話にしても、片一方はこうやって

書類がある、片一方は協議中の話だと、どちらが正しいか

という話をしようと思うと、粟津議員のほうが正しいとい

うなら、その文書が録音みたいにきちっと正しいものであ

るという証明がなされればいいんですけど、録音と大きく

違うとか、今みたいな会議録の要旨ではないかという文書

から取られているものは、正しいとは言い難いのと、オブ

ザーバーで出席という発言、これに関しても、結局言った

か言わないかになってしまうので、その場におった人が例

えば２、３人確かにそういう発言があったというようなこ

とが証人としているのであればまだしもなんですけど、ご

本人１人がそういう話があった、片方はそういう話はして

ないでは、どっちが正しいかというのはちょっと判定しづ

らい。まずもって、議事録と言われとるものの信憑性、ど

こからどうやって手に入れたのか、それが間違いないもの

であると言うのであれば、粟津議員の言っていることも筋
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が通ってくるかもしれないですけど、市長から出された録

音と比べると、ちょっと信憑性が薄い、録音は間違いない

ので、それに関しては録音のほうを信用せざるを得ないの

ではないかなと思います。 

 

最後のところも、テレビに自分でコメントを求め、いか

に議員を軽視しているかという、別に取材も議長にコメン

トを求められて断られたと言ってコメントしているんでし

ょ、別に軽視してない。宿泊療養施設、羽島市が第１号で

すか、県が主体で、そこの首長ですから、対応されても問

題はないんじゃないかなという感じはいたします。後藤委

員言われたように、粟津議員の資料は多分議事録じゃない、

県に対して情報公開請求ですか。この録音が全てだと思い

ますし、もちろん県の皆さんの話も入っていますから、こ

の録音のほうが信ずるに足りるものだと思います。多分、

会議の要旨か何かをご覧になって一般質問されたんでしょ

うけど、事実と違うなというところではあります。 

会議は、録音があるからわかるんですけど、４月１８日

開催の県主催の説明会の件に関しては、粟津議員はこれも

資料を請求されての発言ですか。「県からの要請は４人の出

席を要請していたけど、結局市は部長、課長の２人しか当

日には出席されなかった。だから羽島市は４人の出席を２

人に断ったという経緯がございます。」出席要請はあったけ

れども、４人という出席要請はないんでしょ。粟津議員は

何を根拠に言っとるの。市側はちゃんと文書を見て確認し

た上で事実確認結果として載せるのはいいんですけど、粟

津議員の発言は何を、これも資料か何か請求したんですか。 

 

今日現在において、羽島市長から粟津議員への申し入れ

がなされた件について、粟津議員からそういった資料の提

出はまだいただいておりません。市長から提出された申し

入れについて、皆さんが今ご覧いただいている資料と同じ

ものを粟津議員にも渡してある状態で、これについて、粟

津議員から何か申し出なり回答なりがあるようでしたら、

１８日までに書面で提出してくださいと申し入れておりま

したけれども、１８日に返答がありまして、１８日付けで

回答がありまして、２０日までには回答させていただきま

すのでよろしくお願い申し上げますということでしたの

で、２０日、本日まで待っておったところ、本日の昼に事

務局にファックスが届いたようでありまして、それも皆さ

んのお手元にお配りしておると思いますけど、このような
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形で回答書という形で粟津議員から回答があった次第であ

ります。ただ、その中にどういった資料をもとに質問され

たかとか、１２月８日の粟津議員の一般質問の発言を裏付

けるような資料は含まれていない状況であります。 

 

「令和５年１２月８日一般質問に対する文書について回

答する前提として、別紙質問事項についてお尋ね申し上げ

ます。別紙質問事項の中には、既に口頭でご回答いただい

ている内容と重複するものも含まれておりますが、事実確

認を明確にするためご回答いただきますようお願い申し上

げます。私の回答書は別紙質問事項に対する回答をいただ

いた上で速やかにお手数です。お手数ではございますがよ

ろしくお願い申し上げます。」もう言っとる意味わからんよ

ね、はっきり言って。これ１２月２０日、今日来たやつで

しょ。１２月１８日の文書は２０日までに回答させていた

だきますのでよろしくお願いしますということになってま

すよね、これおかしいんじゃないの。１８日には、出すと

言っておいて、２０日までに。２０日になったら質問に答

えなさいと、質問に答えてから出しますんでということで

しょ、これ期限守る気全くないね。 

 

質問に対して質問で回答したということですか。 

 

粟津議員の言う回答は何。別紙質問事項に対する回答は

何。粟津議員の提出文書をいうのか、１２月１２日付の。

何についての質問事項に対する回答なのか。 

 

下のほうにずっとつながっています。 

 

これに答えたらすぐに出すっていうの。 

 

というような回答ですね、回答文じゃないですけど。 

 

とりあえず、４人、２人の部分は除いて、１０回目の会

議の発言、市長が冒頭に謝罪したですとかいろいろありま

したけれども、これは市が提出をした録音を聞けば事実は

明らかなので、本人に対して、まずこの部分に関しては、

議長から厳重注意したほうがいいんじゃないですか、書面

でやるのかどうなのかは置いておいて、事実に基づいてい

ない時点で。議事録に載っている状態でしょう、事実じゃ

ないんだから、訂正、修正、削除、必要なんじゃないです
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後藤國弘委員長 

 

か。これは粟津議員が申し出なきゃいけないんでしょ、違

うの。従わないというふうになったら、議長が議事録削除

ですよ、事実じゃないから。まずは１０回の会議のことに

ついては、結論を先に出したほうがいいと思う。 

 

野口委員が言われたとおり、本当に話がコロコロおかし

な方向に行っていますので、間違っとるところはきっちり

直していただいて、議会中じゃないと議事録の削除ができ

ないと思いますので、ぜひ間違っているところは指摘して

削除してもらうように、削除だけではちょっと、あれだけ

のことを言われたので、公の場で陳謝してもらうとかして

ほしいと思います。毎回毎回、３年も前の話を持ち出して、

結局どうされたいのか、我々今日もこんな急に集まらない

かんことになったと思いますので、そんなこと言ったらい

かんですけど、本当に何が言いたいのか、どうしたいのか、

市長がこう言った、ああ言った、県に聞いたらそんなこと

言っとらへんとかという、結局、最終的にどうしたいのか、

このことについて議論しなくていいようにしてほしいと思

います。 

 

私、同じクラブですので、知る範囲では、先ほどから粟

津議員が言っとるのが、何をもとに言っとるのかという話

がだいぶ出ておるようですけど、彼は県から議事録をどう

も取っているようです。それは議会中もよく言ってました

よね、ここに議事録があると。だから、彼が取った議事録

と、市長がこういうふうに提案してみえた、あるいはテレ

ビ会議の１０回目の通しがあるということですので、そこ

を精査すれば、答えはおのずと出てくるのではないかと思

うので、おそらく粟津議員の言っておることは、市長が答

える前にこういう挨拶はないというふうに決め付けてます

よね、彼の話聞いておると。そして確かに議事録にもない

と言っておるんですよ、彼の話聞いておると。なのに、な

んでここにあるんやと、そうすると、この問題は県がこぼ

しておったのか、こういう話になるわけです、県の議事録

ですから。県が削除したのか、その部分だけを。そうなっ

てくると、全部のところの市町村がみんな同じものを持っ

ているはずなんですよね、持っとるんじゃないですか。テ

レビ電話で４０市町が一緒にやっておるんですよ。 

 

多分、これに関しての要旨は送られているとは思うんで

すけど、要旨をまとめたものは。 
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山田委員 

 

いずれにしても、粟津議員は議事録を取ったのをもとに

どうも一般質問をやっていると思うので、それとこれを精

査したらどうですか。そうじゃないと、言った言わんの話

でそれぞれの言い分があるので。 

 

今議会での議事録の削除に関しては、今議会中でなけれ

ばならないというふうに思っておりますが、その辺はどう

ですか。 

 

発言の取り消しにつきましては、会期中に本人が発言の

取り消しを申し出て本会議で議決を諮るか、議長による発

言取り消し命令という形になります。 

 

今議会中に何らかの結論を出して、発言を取り消すか取

り消さないかということですね。 

 

 今の例でいくと、本人が間違っておる指摘を本人が申し

出て削除するいうのが一つですね、それから、それをやら

なかったら議長判断で削除してしまうという判断ですね。

先ほどからの協議されてみえますが、どっちが正しいかと

いうことをきちっと決めないとだめじゃないですか。どっ

ちが正しいのか私が聞いていてもわからない。 

 

おそらく４月２３日の対策本部の議事録に基づいた粟津

議員の発言に関しては、先ほど録音を聞きましたので、最

初から最後まで私も聞きましたけど、この辺は多分、録音

のほうが正しいというふうに私は判断できると思っていま

すが、皆さんも聞かれた感じではそうじゃないかというこ

とを言っております。 

 

ですから、私が言うのは、議事録には載ってないのが、

２３日の録音には、これを読むと入っておると、そうする

と、問題は市長発言の前に入っとらん、入っとるなんです

よ、問題になっておるのはどうも。議事録には入ってない、

ところがテープには入っとるということになると、県が削

除したのか、そこらへんのところをきちっと。 

 

県が削除したしか考えられないと思います。 

 

それなら県に確認せなあかんですよ。言っとるかもわか
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らん、それは確かに、それを県が削除したのか、県は削除

せんと思いますよ。 

 

先ほどから出てますように、これが議事録であるのか会

議要旨であるのかここでは判断できないということで、ち

ょっと議長にお聞きしたいんですけど、粟津議員から何ら

かの資料提供はあったのでしょうか。 

 

粟津議員から、粟津議員の発言を裏付けるような資料、

例えば粟津議員が質問中におっしゃってみえる県の議事録

というものや、その裏付けとなる資料は、現時点において

は示されておりません。 

 

だったら粟津議員から取ったものをきちっと出させなあ

かん。 

 

その要請をしたけれども、１２月１８日付けのは、結局

２０日まで待ってくださいでしょ。２０日まで待って、２

０日になったら、出しなさいよと言っとるのに、まずこの

質問に答えてからということを言っとるわけでしょう。出

す気あるの。出せばいいじゃん、堂々と。この後付けのよ

うな質問事項を、今日ですよ。明後日最終日ですよね。 

 

そういうスケジュール感もあり、要は定例会の会期中に

本人から申し出る場合、議事録削除の手続きが必要だとい

う議会のルールの関係もございまして。皆さんのお手元に

あります資料、市長申し入れ文書という資料があろうかと

思いますが、ファイルの冒頭に、私から１２月１１日付け

で、粟津議員に回答を求めた文書がございます。書面で市

長からの指摘事項、先ほど皆さんにご確認いただいた内容

なんですが、それについていろいろ指摘がございましたの

で、粟津議員に対して書面での回答をお願いした次第であ

ります。この１２月１１日付けで私から発行した文書なん

ですが、「回答書は１２月１８日までにご提出ください。期

日までにご回答いただけなかった場合は回答なきものとし

て対応させていただきます。」ということを申し添えており

まして、そういった関係もあって、１８日にまず一旦、回

答がなされたものと認識しております。その回答は「もう

少し待ってください、２０日までに回答します。」というも

のでありまして、２０日、本日付けで、ファックスで受理

した回答書は皆さんのお手元にありますとおり、「別紙質問
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事項に対する回答をいただいた上で速やかに提出させいた

だきます。」というものでございましたということでありま

す。先ほどもご質問いただきましたけど、粟津議員の発言

を裏付ける資料があったかなかったかということにつきま

しては、現時点においてないという状況でございます。 

 

これ大変な話じゃないかと思うけど、片や議事録でもの

を言ってきておる、それに対して整合性が取れない、おそ

らく粟津議員は拒否すると思うんです。そうすると、今度

は議長権限で削除する。答えが逆転したら大変なことにな

りませんか。 

 

粟津議員は何らかの資料を持っておられるわけじゃない

ですか。それに基づいて一般質問されているわけですよね。

県に議事録は出してもらえないの、情報公開請求じゃない

とだめなのか。 

 

多分あまり意味ないと思います。粟津議員が発言された

根拠を見せてもらわないと、いわゆるここでいう議事録で

すか、これを議事録というのであれば、議事録を見せても

らわないと照合は取れないと思います。 

 

県に１０回目の議事録くださいと言って、市長のが入っ

ていれば県の議事録なんでしょう。 

 

確かにそれを取ったのかどうかもわかりませんので、こ

れはいわゆる粟津議員の一般質問に対して、市長が録音デ

ータを出して、ここが間違っとるというふうに言ってきた

わけですので、粟津議員は自分の持っている資料を出して

主張してもらわないとここでは判断できない状況であると

私は思っていますけど。 

 

だったら回答しないといけないでしょ。 

 

それを拒否している状態であるということだと思いま

す。 

 

議長としては答えるべきなの、粟津議員のに。 

 

必ず回答しなければいけないという義務はないと思って

おりますし、別紙の質問事項に私も目を通しましたが、粟



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

山田委員 

 

津議員の１２月２０日、本日付けの回答書にも示されてお

りますとおり、「既に口頭でご回答いただいている内容と重

複するものも含まれておりますが」とありますので、粟津

議員自身も私から聞いていることもあると認めながらこう

した文書を出してきているということもあります。あと、

質問事項の中に、そもそも議長に対して質問することでは

ない事柄が何点か含まれておりまして、「市長の書面で指摘

されている粟津議員による事実と異なる発言とは具体的に

このことを指しているのでしょうか」とかは、私に聞くも

のではない質問、指摘されているかたに確認するべき質問

でありますし、「市長から提出されている録音データについ

て、始まりから終わりまで録音を中断することなく全て録

音したものでしょうか。」私は録音行為を行ったものではご

ざいませんので、これを私に聞くというのも質問する先が

違うのではないかということで、既に口頭で回答している

部分もあるし、そもそも資料を作成していない私が回答す

るものでない質問がございますという、そういった内容で

す。 

 

粟津議員から議長宛てに来ている文書ではあるけれど

も、回答する先が違うんじゃないのという話でしょう、だ

ったら議運でその資料を出しなさいというふうには言えな

いの、粟津議員に。今までは議長と粟津議員との間で資料

出してくださいということを文書でやっていたわけでし

ょ。今、粟津議員の資料がない、一応市は録音と資料が出

てきているけれども、粟津議員の資料は何なのか不明のま

まだから、議運名で、こういう協議結果になったので資料

提出してくださいということはできないの。 

 

 できるやろ、言っとったやん、ここに資料ありますと。

ということは持っとるよ、間違いなく。それにもたれて市

長との答弁との違いを指しているわけだから。その資料は

絶対持っとるよ。 

 

そもそも、粟津議員が申し入れているのは、議長宛ての

いわゆる要望書であり、回答書であるわけで、議運として、

出せということができるかどうかは、これを議運の議題と

するかどうかというところをはっきりしてもらわないと。 

 

松井市長が議長宛てに頼んでおって、議長はこれを捉え

てやっとるわけなので。 
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議長が今取り計らっている段階なので、今日、ここで下

ろされたということですね。 

 

だから議長が資料を出してくださいねと言ってるわけで

しょ、それで応じてないわけ。議長の言うこと聞かんかっ

たから議運の言うことも聞かんかもしれんけど、問うべき

ところが違うんだから、そこはスルーして、いいから早く

出してくださいよということでしょ、粟津議員の一般質問

のもとになった資料を早く提出していただければ進むわけ

ですから、それを議長考えられて粟津議員にアプローチし

ているけれども、こういうのが返ってきてるんだったら、

議長１回やったから、議運で早く出しなさいよとやったほ

うがいいんじゃないの、議長のが通らないんだったら、そ

ういうことでしょ。 

 

いわゆる市長側の意見と粟津議員の意見が両方とも公正

に判断できるように、市長側は資料を出してきましたので、

粟津議員からも質問の根拠となる資料を出してくださいと

いうふうに、議会運営委員会から粟津議員に対して、これ

は命令じゃなくて、要請していくという意見でありました

が。 

 

何べんでも言うけど、資料出してきますよ、おそらく。

ここにある言ってましたから、その資料は出してくる。と

ころが、市長とのあれが合わんわけでしょ、合わんのでこ

れが議論になっとるんだから。 

 

でもそれは資料見てみないとわからないので。 

 

これを出させることはいいんだけど、これを誰がまた決

めるか。 

 

議会運営委員会に下りてきたんので、ここで検証すれば

いいと思いますが。 

 

一応、期限、スケジュールのこともありまして、最終日

までに対応方針を決定し、しかるべき対応を取らなきゃい

けない。期限がある中で、１８日という期限を切らせてい

ただいて、１週間という時間をこちらで設定しまして、さ

らに２日間の延長した中でそういった資料を提出されなか
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ったという事実が一つあるのと、もう一つ、少なくとも、

市長側から提出されております音声データというものがご

ざいまして、この音声データというのは事実なんです。こ

ういうような話し合いがなされた、こういうようなやり取

りがあったという事実が記録されておるわけであります。

市長からの申し入れの主なポイントは粟津議員の発言が事

実ではないというものでありますので、事実ではないこと

について、検証と対応を求めるという内容でございますこ

とから、音声データをもとに先ほども検証いただきました

けど、これは事実ではないといったところは何点か確認さ

れたと思います。その点については、発言の取り消しを求

められる期間が限られておりますことから、今明らかにな

っている事柄については、当然粟津議員に伝えなければい

けないと思いますし、それ以外の不確かな事柄について、

議運の委員の皆様がさらに深掘りして検証していきたいと

いうことでありましたら、粟津議員に資料の提出を求める

という、そういった対応が可能なのではないかと考えてお

ります。 

 

今、議長から言われたことは録音データから確認できて、

明らかに間違っている部分に関しては、議事録から削除を

要請したらどうかという意見だったと思いますが、これに

関して何かご意見ございますか。 

 

心配するのは、県もおそらく議事録だと思うんですよ。

それがない、市にはあるという、この辺のところをきちっ

としておかんと、ここが一番の争点やと、思うには。 

 

 市は録音データですよ。 

 

県のものが本当に議事録なのかどうかはまだわからんわ

けですよね、どういう取り方したのか。 

 

議事録であると粟津議員は言われたので議事録かもしれ

ませんけど、要旨かもしれませんし、ちょっとそれはちょ

っとよくわからないんですけど、粟津議員から資料データ

を請求したにも関わらず、未だに出してきてないというの

が現状なので、議長の話によると。 

 

議長から粟津議員に対して資料請求をしたけれども、資

料の提出はなかったという事実、もう一つは議運を開いて、
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市側のテープとか資料を見た、聞いた、検証した結果、市

側の提出された資料と粟津議員の発言、これを検証した結

果、事実に基づかない発言があったという、市側の提出さ

れた資料を見れば、そういう結果になる、これどう考えて

も、音声を聞けば。事実として、あとは議長言われたよう

に、深掘りするんだったら、議運で市側の提出された資料

に基づいて議論した結果、粟津議員の言っていることは不

確実だと、違うよということを申し添えて、早く出すなら

出しなさいということをやらないと、深掘りしないとだめ

なんじゃないと言うか、事実は事実で、とりあえず市側の

出してきたものに関しては、粟津議員に非があると言っち

ゃいけないけど、事実誤認があるという結果になっちゃう

けど、よろしいですか、資料出さなくてと。 

 

いわゆる資料提出が１８から２０日に延びても、まだな

されてないという、それは事実なんです。そのことを踏ま

えても、現状でいわゆる議事録から削除するに値する、現

状の資料としては市側の録音データしかありませんので、

これを基にいけば、今回のこの発言の中から、事実とは違

う部分に関しては削除要請をしていいのではないかという

話でしたけど、よろしいですか。録音データ以外の部分に

関してはどうしますか。いわゆる４人出席者を要請してお

りましたうんぬん。これは言った言わんに関わることだと

思うんですけど。 

 

資料にもたれてやっとるんやで、はっきり言えばいい。 

 

言っとるんですよ、言っとるけど出してこないんです。

本来なら１８日に出てるはずのものが出てきてないので。 

 

議会内で整理しようと思ったときに、強引にやった、そ

ういうあれが出て来るところに、誰か責任持てとならんか。

あくまで権限でやるのか。 

 

順番に轍は踏んできているはずなので、いわゆる双方の

資料を出してくださいと言って、片方は出したけど片方は

出していないので、時間がもうないので、再度要請しても

いいですけど。 

 

こういう結果になったんでと言って、早く出しなさいよ

と、それはやってもいいんじゃない。このままで本当にい
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山田委員 

 

野口委員 

 

 

山田委員 

 

後藤國弘委員長 

 

山田委員 

 

後藤國弘委員長 

 

 

山田委員 

いんですかと、早く議長から要請があったとおり資料を出

しなさいよということを、議運として協議をした結果、こ

うなりましたよと、でも粟津議員は資料を出してないから。 

２人か４人かということですけど、粟津議員が何かしら

の資料を見て発言されているというのはわかるんですけ

ど、羽島市の実情を確認されてないわけですよね、羽島市

の事実確認結果を見ると、意思形成過程の話ということだ

から、いろんなプロセスの中で２人というふうになったわ

けで、４人の出席要請はないと、断った事実もないという

ことですから、そういうプロセスを踏まえたのがここに書

かれているんですけど、その確認せずに断ったと断言をし

ているんでしょ。羽島市側の事実というか、誰を出席させ

るかというプロセスを確認せず、粟津議員は県から４人出

席してくださいということがあったということと、羽島市

が断って２人にしたという事実確認をせず言い切っている

ということですよね、羽島市の資料だけ見ると。だから、

行き着くところ一緒なんですよ、資料出してくださいとい

う話なんですけど、このままいくと１０回目の会議の話と

同じように、羽島市は羽島市で保管記録文書があるわけで、

出席者の調整をしている事実もあるということは、結局羽

島市の提出資料だけでいくと、そりゃそうだよねというふ

うになっちゃいますよ、これ見ると。なので、それもあわ

せて文書にして、議運で協議した結果、こういうことにな

ったので提出してくださいねということは申し添えるべき

だと思います。 

 

 これはどうする、質問。 

 

それは議長宛てに出てきてますけど、議長が答えるべき

ものじゃないので。 

 

議長に資料を出せとなっとるで、議長宛てに出してくる。 

 

内容が議長宛てじゃない。 

 

それなら市長に渡さないかん。 

 

先ほど議長が答えたとおり、議長が答えるべきものでは

ない。  

 

議長が答えるものじゃないけど、議長がまとめとるので、
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山田委員 

 

 

 

 

議長に出したことについては間違っとらん。 

 

そもそも論ですけど、提出してくださいとか、議長が要

請をしているわけですから、質問を質問で返すのは間違っ

ていると思います。早く議長進めなきゃいけないのは間違

いないので、まずは議運で協議した結果を報告した上で、

資料提出を早急に求めていただきたいと思っています。あ

と、２と４の話はそうなんですけれども、明らかに執行部

は県に非協力的であるということも違いますよね、非協力

的ということであれば、宿泊療養施設なんでＯＫしたのと

いうふうになりませんか。県の要請があって、県の要請に

従って市は動いているという認識ですので、非協力的であ

ったというのは間違いなんじゃないですか。 

 

議会運営委員会としては、市からの提供資料を基に協議

した結果、粟津議員の発言が事実に基づかないものもある

ことの確認を先ほどいたしましたので、この部分に関して

議事録から削除する方向でいきますと、これに対して申し

開きがあるようでしたら、速やかに資料を提出してくださ

いというふうにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

そのように議長に伝えたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

もう一つ、粟津議員からの提出文書のとおり、パワーハ

ラスメントとして取り扱うかどうかでありますけど、まず

ハラスメントを認めるには立場の関係性、攻撃の繰り返し、

深刻な苦しみを与えた行動があるかどうかが主な論点とな

るかと思います。さらに、パワーハラスメントを認めるに

は、優越的な関係、業務上必要かつ相当な範囲、労働者の

就業環境について考える必要があると思います。ご意見あ

りましたらよろしくお願いします。粟津議員からの要望書

の中にパワーハラスメントであるということがありました

ので、ご意見ありましたら。 

 

本人がそう受け止めておるので、我々がどうのこうので

はなしに、本人がそう受け止めとったら、それについてで

きるの。一般にでも、触った触らん言ったって、触ってな

いけど、触られた言ったらそっちになってしまうというよ

うな話やだから、本人だけの問題で。 



18 

 

後藤國弘委員長 
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山田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議運で取り扱うべき問題ではないと。 

 

 と思うけど。 

 

威圧するような言動、態度に終始したとありますけど、

そんなに感情的な発言ありましたか。笑いになってみえ、

私、そのとき粟津議員の顔見てましたけど、正直言って笑

ってましたよ。答弁中に笑っちゃだめなんじゃない。萎縮

させるような、感情的な、粟津議員が萎縮するような、そ

んな感じじゃなかったけども、聞いてましたし。 

 

私も今、野口委員が言われたように、別にそんなにパワ

ハラ的な言葉も何も言ってなかったと思うし、全くそんな

ことは感じなかったです。一般質問を終わって、控え室へ

戻られたときに、「だいぶ市長興奮しとったな。」なんてこ

とを言っていたのも聞いたので、どちらがパワハラをやっ

たのかわからんような感じを受けました。 

 

パワーハラスメントというと、職場における優越的な関

係を背景とした言動ということで、市長と議員がどちらか

が優越的な関係を背景にしているかという部分がちょっと

どうかなと。市長が偉い、議員が偉いというわけでもなく、

対等の立場で話をしている中で、録画とかを見ると、それ

ほど粟津議員が精神的に苦痛を受けているというふうに

は、私個人の意見としては、画面上は見受けられないかな

と。ただ、ご本人がそう思っているというのは事実なので、

それをどう捉えるか、ご本人が受けておることに対して、

周りの人間が違うと言ってしまっていいものなのかどうか

はちょっと考えないかんかなと思うんですけど、録画中継

を見る限り、私の意見としては、それほど苦痛を受けてい

るようには感じられないとは思いました。 

 

動画見たんですが、市長の癖でよく使う言葉、「そんな重

大なこと」とか言ってバーンと言うんですよ。そうすると、

あれ、間違っとるかもしれんという感じを受ける、確かに

こっちは。あるいは「こんな大変なこと」とか、そこで力

を入れてガーっと押すわけですよ。そうしたら、また間違

っとるんじゃないかという気持ちがすることはよくある。

自分の一般質問では。それで、またそこの中には「こんな

大きな問題を」とか言って、要するに自分を正当化してま
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野口委員 

すから、市長は。こっちは言った言わん、証拠があると言

いがてら、そういうふうに言われると萎縮するというか、

確かにそういう言動はおそらくここの中にもあると思いま

すけど、常日ごろ使うんですよ、彼は一般質問なんかのと

きにも。「これは重大なことや」と、「そういうふうな答え

をされたときは」とか言うじゃないですか。やはりそうい

う問題点では、ちょっと威圧と言われれば威圧かもわから

ん。 

 

これをパワハラとして本委員会で取り扱うか、取り扱わ

ないか、このことをに対して、ご意見を伺えれば。 

 

粟津議員からパワハラだと思っていらっしゃるというこ

とですよね。議運なの、パワハラだと思うなら訴えるとこ

ろ違うんじゃない。 

 

この案件なんですけれども、１２月１２日付けで、粟津

議員からこのような文書をいただいたときに、かねてから

議員のハラスメントについては、先般行われた議員研修で

も講師の廣瀬先生からお話もありましたし、全国的な問題

にはなっておる課題であります。ただ、現時点において何

らかのハラスメント対策なるものはしていかなきゃいけな

いと考えておるところですが、現時点において、粟津議員

から提出いただいた１２月１２日時点において、議員から

ハラスメント行為の申し出があった場合に、どのような機

関あるいは会議体で、議会としてどのように対応するのか

といったところがしっかりとルールとして定まってない状

態でありまして、こういった議会に関することについては、

議運で対応を協議願うというのが妥当ではないかという考

えのもと、皆さんのお考えを賜ればということで、議運の

皆さんにご相談させていただいておるという次第でありま

す。こういったハラスメント等の申し出があった場合に、

議長として何も対応しないということだけは一番いけない

ことだと思いますので、まず、こういった申し出があった

ということをちゃんと受け止めて、その対応について、現

時点においてはここという決まりはないんですけれども、

決まりがない以上は、議会の運営に関することですので、

対応を協議願えたらということで、ご相談した次第であり

ます。 

 

いつかの議運でお話ししましたけど、視察でパワハラと
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かハラスメント関係の条例についてということでお話しし

た記憶があるので、やっていかなきゃいけないんじゃない

かなという思いはありつつ、今回の件は、議長の気持ちは

わかるんですよ、こういうことがあったからもちろん議運

でしょうねということで、ご報告があったのは全然いいん

ですけど、正直言って、別にという感じもするんだけど。 

 

現状でさばけるかさばけないかというと、さばけません

ので、皆さんの意見を聞くと、あれがパワハラであったか

どうかというのは、皆さんの主観からすると、そうじゃな

かったんじゃないかというご意見が多かったと思いますけ

ど、粟津議員の心の中まではちょっとよくわかりませんの

で、それは計り知れないことだと思います。今回の件に関

しては、皆さんの意見を尊重して、このパワーハラスメン

トについては、あるとかないとかではなくて、本件につい

てはパワーハラスメントとして議会運営委員会で取り扱う

べきものではないと私は思っておりますので、議長にはこ

のパワーハラスメントやセクハラ、マタハラ、いろんなハ

ラスメントがありますので、そのための今後どういった条

例にするのか規約にしていくのかわかりませんが、その辺

を今後の課題として議会運営委員会で取り組んでいくとい

うことで議長に提言したいと思いますがどうでしょう。 

 

皆さんに相談しておいて、後藤委員長からこういった議

会運営委員会としてハラスメント対策について考えていく

という、今後についての発言をいただいたわけですけれど

も、今回の案件についてどう取り扱うかというところで、

ぜひ皆さんの知恵をお借りしたいというところであります

が、少なくとも、今後もこういったこと出てくる可能性が

あるんですが、少なくとも今後出てきたときに、まず考え

なきゃいけないことは、何がハラスメントに当たるのか、

まずハラスメントの定義、厚生労働省が示していると思い

ますが、その定義に当てはまるか当てはまらないかの検証

はするべきではないかというところがまず一つあります。

それはもちろん受け止め方がそれぞれあろうかと思います

けれども、私 1 人の価値観、判断で、判断しきれるもので

はないという、複数の皆さんの見解、ご認識のもとで総合

的に判断していくのが妥当ではないかという考えのもとで

皆さんに対応を協議願っておりますので、どのような行為

が認められて、どのような行為がハラスメントに当たるの

か、あるいは当たらないのかというところをご検証いただ
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山田委員 

 

 

 

藤川議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けるとありがたいと思います。 

 

パワーハラスメントの定義、立場の関係性ですね、先ほ

ど後藤委員言われたように、いわゆる市長と議員との立場

の関係性があったか、攻撃を繰り返したのか、深刻な苦し

みを与えたのかどうか、そのようなことを総合的に見て、

これは重要だと思うか思わないか、これは個人の判断に任

せるしかありませんが、これは重要だと思われるかたはち

ょっとご意見を願いたいと思います。 

 

動画見るとわかりますけど、市長の癖なんですよ、はっ

きり言って。さっき言ったように「これは重大なことです

ので」とか言うのは、そのとき答えが合っとるのか違っと

るのか知らんよ。そういう言葉が頻繁に使われるわけです

よ。そうするとこっちも疑問に思うんですよ、違っとるか

なとか。あるいは「そんな大変なことをこの場で、また後

で調べます」とか、要するに威圧的にかかってくることは

多々ある。今回でも聞いとると、それが２、３はあったよ

うな気がするなと、粟津議員に対して。それをどう受け止

めとるかということなんやけど、やはりそういう言い方と

いうのは、やはり高飛車ではないけど、押し上げられるよ

うな感じを受ける。そういう点をパワハラと受け止めるの

かいろいろあるけど、結構使われるんじゃないですか、今

まででも。 

 

それをパワハラと言えるかどうか。 

 

一般質問とかやり取りしとると、重いものも来ますよ、

他から聞いとれば大したことないかもわからんけど、それ

は確かにある。 

 

山田委員おっしゃられた市長の言い方の話ですけど、今

回の一般質問について、重大な発言だと市長おっしゃって

みえましたけど、先ほど一つ前のテーマで検証いただいた

んですけど、粟津議員の発言が事実ではなかった、重大な

発言を議場でされて、皆さんも先ほど確認されたとおり、

録音のデータに基づくと事実ではなかったということが判

明した次第で、事実じゃないことを議場で発言されて、そ

れは重大な発言だと指摘されたことがハラスメントに当た

るのかということにもなりますし、この辺り、今一度パワ

ーハラスメントの定義というものについて確認をされたほ
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うがよろしいのではないかと思います。 

 

先ほど山田委員が言われたように、ワーと言った後に、

萎縮して何も言えなくなったとかという事実はないもんで

すから、淡々と次の質問によく移られていたと思うので、

そのことに対して萎縮して、あとは何も聞けなくなったと

いうことではなかったような気が十分、私はしましたので、

これはハラスメントには当たらないと個人的には判断しま

した。 

 

私の立場でこういう話をしていいかどうかという前置き

をさせていただきつつ、先ほど委員長おっしゃられました、

まずはハラスメントを認めるかどうかという話の中で、立

場の関係性、攻撃の繰り返し、深刻な苦しみを与えた行動

であるかどうかの３点について、議長も少しおっしゃられ

ましたが、この３点について、今回の申し出の件が該当す

るかどうかということをまず一つずつ認定していただいた

上で、粟津議員がおっしゃってみえるそれが果たしていわ

ゆるパワーハラスメントと言われるものに該当するのかど

うかということで、２段階の認定を客観的にしていただく

のがいいのではないかと考えます。ただ、判断するのは映

像、いわゆる外観でしか判断できませんので、映像なり、

皆さんが日常見ておられる外観も含めて一つ一つの要件に

該当するか当てはめていただくことになると思います。例

えば立場の関係性で言えば、議場での質問者と答弁者が少

なくとも支配従属関係にはないので、そこをどう考えられ

るか。それから、攻撃の繰り返しというところで言います

と、口頭のやり取りになりますので、少々感情的な高揚を

する部分はお互いあるかと思います。それがいわゆる相手

を害するという意味で言われたのか、そうでないのかとい

う意味での攻撃、それを繰り返しされたかどうかというの

が２点目になると思います。それから３点目は、１点目２

点目を踏まえて、結果として精神的な深刻な苦しみを与え

たのかどうかという形で、まずはご判断いただいた上で、

次の段階でパワーハラスメントに該当するかどうかという

ところ、優越的な関係性があるかどうか、業務上必要かつ

相当な範囲を超えた要求なのかどうか、それからパワーハ

ラスメントというと、いわゆる労働者、要するに私たち雇

われの身の話を想定していますので、そういう作業環境と

いう切り口で言えるのかどうなのかという段階を追って判

断していただくのがいいのではないかと考えられます。 
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後藤國弘委員長 

 

 

それぞれ一つ一つ検証したいと思います。３点ですね、

立場の関係性、攻撃が繰り返されたかどうか、相手に深刻

な苦しみを与えたかどうか。これは先ほど事務局が言った

ように外見的にしかわかりませんけど、そういう印象があ

ったかどうかという、この３点についてご意見をお伺いし

たいと思いますが、まず立場の関係性についてはどうでし

ょう。いわゆる今回は市長から議員に対してということで

すが、そういった態度があったかどうかということについ

て。 

 

自分らの一般質問はすぐこういう問題が起きるんですけ

ど、例えば質問します、考え方はそれぞれ、結論が確かに

白か黒か出てくるのかもわかりませんが、そういう問題の

ときに、必ず市長が後で、調査してうんぬんということを

すぐおっしゃるわけです。けど、こちらは正しいと思って

やっておることなんですけど、果たして市長はそれを正し

いと思っとるのか、お前らがやっとるのが間違っとると思

っとるのか、そういうときに必ずそういう言葉をお使いに

なる。「重大な発言」とか、あるいは「それは大変なことや

で私のほうで調査する」というようなことをしょっちゅう

言われるので、やはりこれは、本当に一般質問をやる側に

してみると、なんか上下の差があるように思う。私達はで

すよ。 

 

立場の関係性があるというご意見ですね。いわゆる市長

と議員という立場の関係性が、今回ですね。一般的な話で

はなくて今回ですね。 

 

一般的に市長という身分と議員という身分が一般的に主

従関係にあるのか、従属関係にあるのか・・・ 

 

もちろん対等な関係であるのは確かですけども、今回の

議会において主従関係というか、立場の関係性があったか

どうかということがパワーハラスメントかどうか。 

 

市長は市長、議員は議員、バッジ着けてるじゃないです

か。 

 

もちろんそうです。今回は粟津議員からのパワーハラス

メントがあったという申し出に関して、いわゆる立場の関
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係性があったかどうかということを言っています。 

 

確かに選挙ですから、お互い立場は一緒だと思うんです

よ。ところが、議会というのは集合体なんです、数なんで

すよ。市長は１人なんですよ。お金は持っとる、決定機を

持っとるとなると、やはり市長にお願いせなあかん。絶え

ず集団で良い方向へ動いていればいいけど、やはり野党と

与党というような関係も出てくるけれども、そうなってく

ると、やはり上下の差というのか、市長、一つこういうふ

うで頼みますとかいうことも言わざるを得ない場合が出て

くる。対等ですよ、あくまで。 

 

対等というのは前提だと思いますよ。 

 

前提ですよ、だけど、集合体なんで、一対一じゃないん

です、議会の場合は。そういうことも認識しとらんと。 

 

私は一般的には市長も議員も市民の負託をいただいた、

選挙で選ばれたという中では対等の立場、どちらかが偉い、

どちらか上、下というのは決してないというふうに信じて

おります。その上で予算なりいろんな部分で執行していく

のは行政の部分ですけど、それに対して、皆さんの意見を

しっかり代表として相手方に伝える部分に関しては、全く

対等であるというふうに信じております。 

 

全て当てはまりません。だからパワハラはない。動画見

ましたけど、先ほどのパワハラの基準というのも調べたん

ですけど、ずっと継続的にガンガン市長が言っていた話で

もないので、パワハラの基準には当てはまらないだろうと

思いますし、粟津議員が威圧するような言動、態度に終始

したというようなことはないと思いますし、そもそもおか

しかったら、目の前に議長いるわけですから、議事進行の

関係で問題があるなと質問者が思ったら、議長に言って、

今の市長の発言はおかしいだろうぐらい言えるんじゃない

ですか、と思います。 

 

ということは、立場の関係性、攻撃の繰り返し、深刻な

苦しみを与えているかどうかという３点においては認めら

れなかったということでよろしいですか。 

 

はい。 
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私もそう思います。市長もそういう発言をして、粟津議

員がそれで質問を途中で中断したとか、そんなふうにはと

ても見受けられなかったので、パワハラということは感じ

ませんでした。 

 

パワハラという部分で、業務上必要かつ相当な範囲を超

えた状態で何か圧力をかけたというふうには画面上は見受

けられないかなと。また、必要以上の苦痛を与えられて萎

縮したような姿はちょっと見られないかなと、あくまで画

面を見た上での個人的な意見なので、ご本人の思われると

ころとは違うかもしれないですけども、そういった判断は

できるのかなと思います。 

 

とりあえず、今回の件に関して、パワハラがあったかな

かったかというと、ないというご意見のほうが多いように

思いました。今回の件に関しては、立場上の関係性、攻撃

の繰り返し、深刻な苦しみを与えたという点においても、

パワハラはなかったということを議長に提言したいと思い

ますし、今後、パワハラに関する規定は議会運営委員会で

勉強していきたいということも添えておきたいと思います

がよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

そういうふうに取り計らいますのでよろしくお願いいた

します。 

ほかに何かございますでしょうか。 

 

質問のやつは何もなしですか。議長に質問という話なん

ですけど。今日、２０日に出てきたやつ。市長に渡される

のか。議長がまとめてみえるので議長のほうに来たと思い

ますので、議長がそれを市長へ、議長からこういうのが来

ておるというのをお出しになるのか。 

 

議長が回答しなきゃいけないという話はない。今日の協

議の中で確認が取れるものと、現時点では判断しようがな

いという部分、粟津議員の一般質問中の発言について明ら

かに事実とは異なるという点と、定かではないという部分

があったかと思います。少なくとも音声データがあり、明

らかに事実とは異なる発言の部分については、これは粟津
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議員に先ほど委員の皆さんからご指摘あったとおり、粟津

議員に発言の取り消しを求めていかなくてはならないと思

っています。そのほかの定かではない部分、判断する材料

が足りない部分について、もしその部分の資料を求めると

いうことでありましたら、求めていく必要があると思いま

す。その場合、期限の関係もございますので、明日の昼ま

での提出を求めるという形になり、例えば明日の午後に再

度お集まりいただいて検証願うという流れになろうかと思

います。その流れでよろしければ、場合によっては私から

の回答がないという理由で粟津議員が資料の提出をされな

い可能性もございますので、今日中くらいに粟津議員に申

し送らないといけないくらいと思いますので、私に答えら

れる範囲内のことで回答させていただいて、かつ今日委員

長からご指摘をいただいた相違点について申し伝え、なお

かつ資料の提出を求めていくという流れを取りたいと考え

ますが、皆様はいかがでしょうか。 

 

先ほど議会運営委員会で決定したことは、現在、録音デ

ータを基に確かめられる部分について、市側の資料提供か

らいって、この辺の部分も全て削除していただくよう申し

入れるということで、何らかの申し開きを、もししたいの

であれば、早急に資料を出しなさいということが議会運営

委員会で決定したことでありますので、そのように、あと

は議長判断で。 

 

その場合、明日の午後招集できますか。 

 

明日午後、緊急になるかと思いますけど、招集があった

場合はぜひ出ていただきたいと思うので。 

 

もう一つ確認ですが、万が一資料の提出が午前中までな

かった場合、資料はお手元にあるはずですので、出せない

ことはないと思うんですが、資料が午前中に出なかった場

合は午後の委員会はなしということになりますか、それと

も開きますか。 

 

出す要請してもらって、出てこなかったら出てこなかっ

たで対応を考えなあかんから。集まった方がいいと思う。 

 

資料の提出があろうとなかろうと、再度整理させいただ

きますが、先ほど委員長がおっしゃられたとおり、事実と
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相違する点、皆さんに確認をいただいて、ここは事実と違

うということが明らかな点については申し入れさせていた

だきますと同時に、その他の部分について粟津議員が把握

するために所有する資料の提出を明日の午前中までに求め

ていきたいと思います。さらに、回答書の取り扱いについ

ては、私が答えられる範囲以外の質問が多々ございますが、

その点について私は回答することができませんので、今日

中に回答することを考えますと、私が答えられる範囲の内

容のみの回答を粟津議員にさせていただきたいと考えてお

ります。 

 

集まれる時間ございますでしょうか。とりあえず午後か

らになると思いますけど、午後１時半、明日も１時半から

開きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

大変ご苦労様でした。これで本日の議会運営委員会を終

了したいと思います。 

 

【委員会終了＝午後３時４０分】 

 


